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「原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金（仮称）」補助金センター運営業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

京都産業２１が発注する「原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金（仮称）」補助金セ 

ンター運営業務の「優先契約交渉事業者」を決定するに当たり、本業務の委託契約者を下記によ 

り公募します。 

 

１．業務の概要 

（１）業務名称 

 「原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金（仮称）」補助金センター運営業務 

（詳細は、別紙「原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金」に係る業務委託仕様書

によるものとします。） 

（２）委託期間 

契約締結の日の翌日から令和 5 年２月１５日（水）まで 

 

２．応募資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとします。 

（１） 過去に募集する内容と同種の業務を実施した実績を有し、十分な業務遂行能力を有するこ

と。 

（２） 別紙「原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金」に係る業務委託仕様書の内容に

基づき、プロポーザル用仕様書記載の①～④について、提案が可能である事。 

（３） 業務遂行にあたり、業務メンバーをマネジメントする管理者を 2名置く事。 

（４） 管理者 2名は、正社員かつ、対事業者への交渉が出来る、営業及びマネジメント経験者で

ある事。 

（５） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していないこ

と。 

（６） 都道府県税、法人税、消費税又は地方消費税等の滞納がないこと。 

（７） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない法人であるこ

と。 

（８） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触す

る行為を行っていない法人であること。 

（９） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）でないこと。 

（１０）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有する者を経営に関与させないこと。 
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３．公募期間 

 令和 4 年 6 月 27 日（月）から 7 月 8 日（金） 

 

４．応募方法 

   本公募型プロポーザルに応募される場合は、業務委託応募申込兼誓約書（様式１）及び企画

提案書に必要書類を添付して指定の期日までに事務局へ提出してください。 

（１）提出方法 事務局に直接持参してください。 

（２）提出期限 令和 3 年 7 月 8 日（金）午後５時必着 

 

 

５．委託金上限額 

７６，５７０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

６．提出書類 

（１）業務委託応募申込兼誓約書（様式１） 

（２）会社概要（様式２） 

（３）企画提案書（詳細については「７．企画提案書について」によります） 

（４）京都府税に滞納がないことの証明書（写し可）※京都府内に事業所が無い場合は、不要 

（５）消費税及び地方消費税の納税証明書 

 ※（４）及び（５）については発行日から３箇月以内のもの（写し可） 

（６）委任状（自由様式） ※代表者が権限を代理人に委任する場合 

（７）見積書及び内訳書（自由様式）※税込とし委託金上限額以下 

 

７．企画提案書について 

企画提案書は、以下のとおりとしてください。 

（１）記載内容 

企画提案書（様式は自由です。ただし、以下①から④の内容については必ず記載してくださ

い。また、仕様書に示す事項を上回る独自の提案をする場合は、そのポイントが明確に分かる

よう記載してください。） 

①実施場所、実施体制について（チームメンバーの人数・構成等） 

②使用する「電子申請システム」の内容について 

③事務センターとの「情報共有/データ共有の方法」について 

④7/15～の問合せ対応の実施体制について 

 

（２）作成上の留意点 

  ①文字の大きさは、原則として１１ポイント以上としてください。 

  ②文書を補完するための写真、イラストの使用は任意とします。 

  ③企画提案書の印刷色は、カラー、白黒を問いません。 

  ④企画提案書の下段中央にページ番号を付してください。 

  ⑤使用言語は日本語とし、企画提案書の一部に日本語以外の言語を使用する場合は、同一ペ

ージ内に注釈を付けてください。 
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８．提出部数 

   各書類とも正本１部とします。 

   なお、企画提案書については５部提出してください。 

 

９．審査及び選定 

（１）提出書類、企画提案書の内容により、下記の評価基準に基づき評価し、審査します。 

   なお、本プロポーザルの審査は、「原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金」 

   公募型プロポーザル評価選定委員会（以下「選定委員会」という。）で行います。 

 

評価基準は以下のとおり 

   【評価項目】                  【評価基準】 

  １：業務内容の理解度   提案内容は具体性と工夫があり、目的を達成

提案内容の優良性   できるプログラムになっているか。 

  ２：業務内容の遂行能力   提案内容を確実に遂行できる体制、能力を有 

しているか。 

  ３：業務遂行の確実性   過去に同種又は類似の業務で良好な実績を 

あげているか。 

  ４：必要経費    業務に見合った適切な経費であるか。 

  

（２）プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

    企画提案書についてのプレゼンテーション及びヒアリングは実施しない。 

    （質疑応答及び審査は書面審査とする。） 

（３）優先契約交渉事業者の決定 

選定委員会の審査において、最高評価点を得た者を優先契約交渉事業者として決定します。 

ただし、評価点の総合計が、満点の６０％を超える者が無いときは、優先契約交渉事業者

がないものとします。 

（３）結果の通知 

審査結果は、優先契約交渉事業者が決定した後、速やかに本審査参加者全員に書面で通知 

するとともに、財団ホームページに結果のみを掲載します。 

なお、審査結果通知日から契約を締結するまでに指名停止等に該当する行為を行ったとき 

は、当該審査結果を取り消すことがあります。 

 

１０．契約締結 

審査の結果、優先契約交渉事業者として決定した法人と本業務の契約交渉を行います。なお、

次のいずれかに該当し、その法人と契約が締結できない場合、次点者と契約交渉を行うものとし

ます。 

（１）「２．応募資格」に定める要件を満たすことができなくなったとき。 

（２）契約交渉が成立しないとき、又は優先契約交渉事業者が本契約の締結を辞退したとき。 

（３）提出書類、企画提案書等に虚偽の記載が判明したとき。 

（４）その他の理由により契約の締結が不可能となったとき。 
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１１． 質問及び回答 

本プロポーザルに関する質問の受付及び回答は、以下のとおりとします。 

（１）質疑受付期間 

令和 3 年 7 月 1 日（金）午後５時まで 

（２）受付方法 

質問書（様式３）に記入の上、「１3．事務局」に電子メール又は FAX にて提出してくださ

い。 

（３）最終回答日 

令和 3 年 7 月 5 日（火） 

（４）回答方法 

財団のホームページに掲載します。 

（５）質問内容 

質問内容は、参加申込み及び企画提案書等に関するもののみとし、審査（評価）に関する質

問並びに再質問は一切受け付けません。 

 

１２．その他 

（１）本プロポーザルに要する経費は、全て参加者の負担とします。 

（２）提出期限以降の提出書類等の追加、修正及び再提出は認めません。 

（３）提出書類等は、返却しません。 

（４）発注者は、提出書類等を提出者に無断で本プロポーザル以外に使用しません。 

（５）発注者は、提出書類等を審査に必要な範囲において、複製できるものとします。 

（６）次の場合、提出書類等は無効とします。 

① 提出期限を過ぎて提出された場合 

② 提出書類等に虚偽の記載があった場合 

③ 提出書類等の作成にあたって不正行為が判明した場合 

④ 提出書類等の内容が示された条件に適合していない場合 

 （７）審査結果に対する異議申し立ては受け付けません。 

 

１３． 事務局 

〒６００－８８１３ 

京都市下京区中堂寺南町１３４ 京都府産業支援センター 

公益財団法人 京都産業２１ お客様相談室 担当：岡本 

ＴＥＬ：０７５－３１５－８８４８ 

ＦＡＸ：０７５－３１５－９０９１ 

  E-mail  tokamoto@ki21.jp 

  

mailto:tokamoto@ki21.jp
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【参考資料】 

 


